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【法令遵守責任者の役割と責務に関する規程】 
法人名：Himawari国際株式会社 

 
 
１．設置と基本責務 
当法人の代表取締役(徐 偉)は、法令遵守に関する法人全体の統括責任者（法令遵守責任者）
を兼務する。法令遵守責任者は、児童福祉法及び関係法令を遵守した適正な事業運営を実現
するため、法人全体の業務管理体制を確立・維持し、法令遵守の徹底を図る最終的な責任を
負う。 
 
２．法令遵守体制の確立・維持に関する役割 
法令等遵守の基本方針、行動規範、倫理規定などを策定し、全役職員に周知徹底を図る。ま
た、各事業所の管理者、サービス管理責任者等と連携し、法令遵守体制が事業規模や組織形
態に見合った合理的なものであるかを検証し、必要な組織体制および内部規程（マニュアル）
を整備・改訂する。 
法令改正、行政からの通知、指導監査情報など、法令遵守に関連する最新情報を一元的に管
理し、必要な情報を遅滞なく関係部門および全職員へ周知する体制を統括する。 
 
３．モニタリング・監査と是正に関する役割 
年 1 回以上の自己点検、および必要に応じた内部監査の実施を指示する。給付費請求の適
正性を含む業務執行全般をモニタリングする。各事業所の管理者、および委員会の活動状況
（感染症対策、虐待防止等）に関する定期的な報告を徴収し、法令遵守状況を把握する。内
部点検、第三者評価、行政指導等により法令等違反のおそれや不備が判明した場合、速やか
に是正計画の策定を命じ、その実行を監督する。利用者等からの苦情や、職員からの法令違
反の疑いに関する通報（内部通報）を直接受け、事実関係の調査を指示し、再発防止策を決
定する。 
 
４．職員教育に関する役割 
法令遵守及び倫理意識向上のため、全職員を対象とした定期研修（虐待防止、身体拘束、個
人情報保護等）が効果的に実施されているかを監督する。 
 
５．関係機関への対応 
行政機関による指導監査や調査に対して、法人を代表して誠実かつ正確に対応する。 
必要に応じ、改善策を策定し、全職員に周知する。 
 
本指針は、令和 7年 1 月 1 日より施行する。 
 


